
随意契約理由書

　　令和8年2月12日、湊川公園橋（湊川トンネル）壁面の化粧版（約50㎝×100㎝×厚7㎝、重さ約80㎏）が約8m下の

　歩道上に落下した。

　　上記事案が発生し、緊急点検を行った結果、残存している化粧版に浮きを確認した。通行量も多く、同様の事故が

　発生すれば車両及び歩行者に甚大な影響が生じるため、緊急に対策を実施する必要がある。

　　請負人の選定理由においては令和７年度東部、中部、西部及び垂水管内橋梁等補修単価契約工事を請け負って

　おり、緊急時の体制も整えていることから現場着手が早く、早急な緊急対策工事を実施できる。

　　また現場にも精通しており、他の業者よりも迅速に適切な対応が可能である。

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

建設局中部建設事務所　　　　　　　　　　（電話番号　　511-0516　）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

湊川公園橋緊急対策工事

日本ロード･メンテナンス株式会社


